
徳島県権利擁護推進員養成研修事業実施要綱 

 

１ 目的 

本事業は，介護施設等（介護保険法第８条各項に規定される事業，老人福祉法第５条

の３に規定される「老人福祉施設」及び同法第29条に規定される「有料老人ホーム」

をいう。以下同じ。）の従事者，管理者等を対象に，高齢者虐待防止法の趣旨の理解，

身体拘束廃止の推進等，利用者の権利擁護の視点に立った介護に関する実践的手法を修

得させることにより，介護現場での権利擁護の取組を推進し，指導する人材（以下「権

利擁護推進員」という。）を養成することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

事業の実施主体は，徳島県（以下「県」という。）とする。 

 

３ 事業の実施 

県は，適正な事業運営が確保できると認められる者に事業の一部を委託することがで

きるものとする。 

この場合において，県は，本事業を受託する者に対し，事業が適正かつ効果的に行わ

れるよう，適正な指導，助言を行うものとする。 

 

４ 事業の内容 

（１）研修対象者 

介護保険施設，事業所等に従事する介護職員等であって，県が適当と認めた者。 

（２）研修内容 

権利擁護推進員として必要な専門的知識や実践技術を修得するための実践的研修

を実施する。 

（３）修了証書 

ア 県は，本研修の修了者に対し，修了証書を交付するものとする。 

イ 県は，本研修の修了者について，氏名，修了年月日，修了証書番号等必要事項

を記載した名簿を作成し，管理するものとする。 

 

５ 受講の手続き等 

受講の手続き等については，県が別途定めるものとする。 

 

６ 研修実施上の留意事項 

研修参加者は，研修の実施に必要な費用のうち，教材等に掛かる実費相当分について

負担するものとする。 

 

７ その他 

本要綱に定めのない事項については，別に県が定めるものとする。 

  



 

（別表）研修課程 

 

 

※ 全日程について，同時双方向の意思疎通等ができる方法におけるオンラインによる講義・演

習とすることができる。 


